
犬の放し飼い、絶対ダメ！
～みんなが安心して暮らせるまちに～

回覧

最近、堀江十楽区で犬の放し飼いやフンの不始末などの苦情が寄せられて
います。
飼い主は、正しい犬の飼い方を守り、他の人に迷惑をかけないようにしま
しょう。
「うちの犬は、おとなしいから大丈夫」と思うのは、飼い主の身勝手です。
また、犬を好きではない人にとって、繋がれていない犬はおそろしい存在に
なります。犬は、きちんと繋いで飼いましょう。

【お問い合わせ先】
あわら市 生活環境課 0776-73-8018
福井県動物愛護センター 0776-38-2212

✔放し飼いはやめましょう

犬の放し飼いは、福井県動物の愛護および管理に関する条例により禁止されています。
放し飼いにより犬の逸走・交通事故・犬同士のケンカにつながります。また、他人の敷地等
の思わぬ場所でフンをする可能性もあります。鎖やリードで繋ぐか柵などの囲いの中で飼
育しましょう。

✔フンの始末をしましょう

道路や公園は、みんなのものです。気持ちよく利用できるようにフンの
始末は飼い主が責任を持って行いましょう。

✔犬を無駄吠えさせないようにしましょう

ご近所迷惑とならないためにも、必要以上に吠える時は犬を制し、止めたらほめてあげま
しょう。愛情をもって根気よくしつけることが大切です。

✔毎年１回狂犬病予防注射を接種させましょう

狂犬病は、人を含むすべての哺乳類に感染（唾液を介して）する人獣共通伝染病です。人
も犬も発病するとほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。
狂犬病予防法では、生後９１日以上の犬の飼い主に対し、年１回の狂犬病予防注射の接種
を義務付けています。


